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はじめに

　弊財団は、埼玉県内の経済・産業動向、企業経営及び地域の活性化に関する

調査研究並びに総合的な情報提供を行い、経済活動全般に対する適切な情報提

供と積極的な支援活動を通じて、地域経済・地域産業の振興と健全な発展に寄

与することを目的としています。

　世界で初めて新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の発症が確認

されて既に１年以上が経過しています。世界的な感染拡大は社会の混乱を招き、

経済的な打撃は計り知れません。日本でも感染者は増減を繰り返し、社会・経

済活動は大きく制限され、収束の見通しが立たない状況が続いています。

　国民生活を守り地域を守るため、あらゆる政策を早期に実行し、収束に向け

て全力を尽くすことが極めて重要になっています。

　令和２年度は、各研究員が最近の社会・経済情勢を踏まえた独自のテーマを

設定し、地域における社会的課題の実態､要因､将来の方向性等について、調査、

研究、提言を行っています。

　本冊子は、「埼玉りそな経済情報」（発行　株式会社 埼玉りそな銀行）に地

域研究レポートとして令和２年７月号から令和２年１２月号まで掲載した研究

成果を取りまとめたものです。

　本冊子を通じて、各自治体や事業者の皆様が抱えている課題の解決に少しで

もお役にたてば幸いです。
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新型コロナウイルス感染症と自治体の危機管理

所有者不明土地問題と法整備の現状

これからの時代に企業が生き残っていくための鍵
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はじめに

　2020年1月からの（国内1例目の報告は1月15日）
新型コロナウイルス感染症の国内での発生・拡大は、
地域に大きな影響を与え続けている。本レポートでは、
自治体の危機管理の観点から新型コロナウイルス感
染症対策の動向について概観し、取り組むべき課題
を明らかにしたい。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

　2009年に発生した新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１
Ｎ１）を契機として、政府行動計画等の策定、政府対
策本部の設置等の措置、新型インフルエンザ等緊急
事態における特別な措置を定め、国民の生命及び健
康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響
が最小となるようにすることを目的として、2013年に、
新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、特別
措置法とする）が施行された。この特別措置法に規
定する新型インフルエンザ等として新型コロナウイル
ス感染症を位置付ける改正が、2020年3月に施行
されており、現在、新型コロナウイルス感染症対策は、
特別措置法に基づき行われている。
　国レベルでは、内閣に新型コロナウイルス感染症
対策本部を同年1月30日に閣議決定により設置した
が、同年3月26日に閣議決定を一部改正して、特別
措置法に基づくよう本部を位置付け直している。同年
4月7日に7都府県を対象に発出され、16日に全都道
府県に拡大された緊急事態宣言は、特別措置法32
条に定められたものである。

新型インフルエンザ等対策行動計画　　
国－都道府県－市町村の体系とその内容

　特別措置法では、新型インフルエンザ等の発生に
備えて、政府は政府行動計画を作成し（第6条）、都

道府県知事は、政府行動計画に基づき、都道府県
行動計画を作成し（第7条）、市町村長は、都道府県
行動計画に基づき、市町村行動計画を作成する（第
8条）ものとする、とされている。
　政府行動計画は、2013年6月に閣議決定され、埼
玉県行動計画は、2014年1月に策定されており、県
内各市町村も策定を行っている。
　政府行動計画は、発生段階（1未発生期 2海外発
生期 3国内発生期 4国内発生早期 5国内感染期 6
小康期）ごとに、目的、対策の考え方、主要６項目（（1）
実施体制（2）サーベイランス・情報収集（3）情報提
供・共有（4）予防・まん延防止（5）医療（6）国民生
活及び国民経済の安定の確保）の個別の対策を記
載している。
　都道府県行動計画、市町村行動計画も、これに準
じた枠組みで、各発生段階における対策を示している。
（市町村では、国の主要6項目に、予防接種を加え
て7項目としているところもある）

主席研究員  萩原 淳司
新型コロナウイルス感染症と
　　　　　　　自治体の危機管理

●埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画の
　「対策のポイント」

①指定地方公共機関の指定

②県対策本部の設置

③特定接種（医療従事者等への先行接種の実施）

④住民接種（全国民を対象に市町村が実施）

⑤不要不急の外出の自粛要請、学校・施設の使用制限の
要請・指示

⑥新型インフルエンザ等専用外来の開設の依頼

⑦医療従事者に対する医療等の実施の要請

※医療関係者に対する実費の弁償、損害の補償

⑧臨時の医療施設の設置、土地等の使用

⑨備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の放出（卸業者を
通じた供給）

⑩緊急物資（医薬品等）の運送の要請・指示

⑪特定物資（医薬品、食品、燃料等）の売渡しの要請・収用
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［研究レポート １］

　埼玉県では、２０２０年５月２５日に国の緊急事態
宣言が解除され、同年6月中旬現在、新型コロナウイ
ルス感染症に対し、県内感染拡大期から小康期に向
けて対策が進められている。県対策本部、市町村対
策本部は引き続きサーべイランス（発生状況の監視）
を実施し、情報提供・共有、医療体制の整備を行っ
ている。予防・まん延防止については、ワクチンが存
在しないため接種は行わず、不要不急の外出自粛要
請、学校等施設の使用制限が主な対策となってきた
が、徐 に々解除されている。

　抗ウイルス薬は開発されていないものの、緊急物
資、特定物資は不足せず、医療体制は維持され、健
康被害の抑制も進みつつある。社会・経済への影響
の抑制、及び、小康期をにらんでの生活・経済の回
復のための事業・生活の支援を中心とした施策に取
り組んでいるといえる。
　流行の第二波への備えとともに、国、都道府県、
市区町村の行動計画について、今回の新型コロナウ
イルス感染症の発生・拡大・抑制の経験を踏まえた精
緻化・改善が求められる。

●発生段階ごとの対策（埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画）

海外を含め発生し
ていない 海外で発生 国内で発生

（県内は未発生）
県内で発生

（患者の接触歴を把握）
県内でまん延

（接触歴を把握できない） 患者発生が減少

・医療体制の維持
・健康被害を抑制
・社会・経済への影響
の抑制

・生活・経済の回復
・流行の第二波へ備え

・感染拡大の抑制
・感染拡大に備えた
体制の整備

・県内発生に備えた
体制の整備

・国内発生に備えた
体制の整備

・発生に備え体制の
整備

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
・

情
報
収
集

は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言時のみ必要に応じて実施する措置
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［研究レポート １］

国－都道府県－市町村の危機管理体系と
課題

　行政の危機管理の主要な対象は自然災害だった。
災害対策基本法は1959年の伊勢湾台風による多
大な被害を契機に制定された。その後、1995年の
阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災や2016
年の熊本地震などの震災、2015年9月の関東・東
北豪雨、2019年の台風15号、19号による風水害
など、大規模な自然災害が続き、対策の強化が求
められている。
　加えて、1995年のオウム真理教地下鉄サリン
事件、2001年の米国での同時多発テロや、1993
年から続く北朝鮮による弾道ミサイル発射等によ
り、安全保障に対する国民の関心が高まるととも
に、大量破壊兵器の拡散や国際テロ組織の存在が
重大な脅威となり、これらの危機に対応して2003
年に武力攻撃事態等における我が国の平和と独立
並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（武
力攻撃事態法）、2004年に武力攻撃事態等におけ
る国民の保護のための措置に関する法律（国民保
護法）が成立・施行された。なお、武力攻撃事態法
は2006年に武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おける我が国の平和と独立並びに国及び国民の安
全の確保に関する法律（事態対処法）に改正された。
　災害対策基本法では、国の防災基本計画（第3
条）、都道府県地域防災計画（第4条）、市町村地域
防災計画（第5条）の作成が義務づけられ、国民保
護法では、国は、国民の保護に関する基本指針を
定め（第32条）、基本指針に基づき、都道府県知事
は、国民の保護に関する計画を作成し（第34条）、
市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画
に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなけ
ればならない（第35条）とされている。
　防災対策基本法の対策の対象は、「異常な自然
現象又は大規模な火事若しくは爆発などによる被
害」（同法第2条）、国民保護法が対象とする事態は、
武力攻撃事態等及び存立危機事態（同法第2条、事
態対処法2条）などの「わが国に対する外部からの

武力攻撃」に係わる事態であり、既に述べた新型
インフルエンザ等対策特別措置法の対策の対象は、

「感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染
症及び新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそ
れのあるものに限る）」である。対象は異なるが、
それぞれ、国－都道府県－市町村の階層を踏んで
計画がつくられていることは共通している。
　ここで自治体にとって課題となるのが、①地域
独自の新たな災害や危機への対処が必要となった
場合、追加でどう位置付けるのか、②複数の災害・
危機が同時に起きたらどうするか、の2点である。

地域の特色に応じた新たな危機の位置付け

　まず、①の新たな災害や危機については、地域防
災計画内に位置付ける方法がある。「震災対策」「風
水害対策」の内容を充実させるとともに、その次に対
処すべき「災害」や「危機」を追加していく形をとる方
法である。
　例えば「深谷市地域防災計画」（2016年3月修正
版）では「風水害対策計画編」に、雪害に関する項目

（雪害対策、情報収集・伝達体制など）を追加し、「熊
谷市地域防災計画」（2015年度修正）では、近隣県
の火山が噴火した場合における降灰堆積の可能性、
降灰があったときの応急対策等について、火山噴火
降灰対策計画を地域防災計画の中に新たに位置付
けている。また、加須市は「新型インフルエンザ等対
策行動計画」を「加須市地域防災計画改訂版」（六
訂版 2019年3月）内に位置付けている。
　一方、さいたま市は、緊急事態等対処計画を地域
防災計画とは別に作成し、そちらに新たな「危機」を
加える方法をとっている。まず「危機」を「市民の生
命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす災害、事件
若しくは事故（予測される場合を含む。）又は行政に
対する信頼を損なう事態をいう」と広く定義し、災害
対策基本法の「災害」と事態対処法の「攻撃事態等
及び緊急対処事態」を除いた「危機」を「緊急事態等」

（テロの発生、環境汚染・土壌汚染の発生・放射能
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［研究レポート １］

汚染、浄・配水場機能停止、児童・生徒への危害・攻
撃など）と分類し、それに対処する計画を「さいたま
市緊急事態等対処計画」として位置付けている。そし
て、その全体を危機管理とし、基本事項を定める「さ
いたま市危機管理指針」（2017年7月）を策定してい
る。（ただし「さいたま市新型インフルエンザ等対策行
動計画」（2014年12月）はこの体系内に位置付けら
れていない）

●さいたま市の危機管理を構成する計画体系

新型コロナウイルス感染症との複合災害
について

　②の複合災害・危機への対処法であるが、埼玉県
地域防災計画（2014年12月）は「東日本大震災では
東北地方太平洋沖地震、大津波、原子力発電所事
故が複合的に発生した。このように、同種あるいは異
種の災害が同時または時間差をもって発生する複合
災害が発生した場合、被害の激化、広域化や長期化
が懸念される」として、複合災害編を設けて対応策を
検討している。そこでは、複合する可能性のある災害
の種類として以下が挙げられている。

　今回の新型コロナウイルス感染症が拡大するまで
見落とされてきたのが、この状況下で他の災害が起こ

る形での複合災害・危機への対処である。感染拡大
防止のため人の密集を避けるとの方針が出されてい
るが、避難、避難所においては「密」にならざるを得
ない。東日本大震災の教訓を受け、災害対策基本法
が改正され、「避難所における良好な生活環境の確
保に向けた取組指針」（2013年8月）や、事前のチェッ
ク項目を示す「避難所運営ガイドライン」（2016年4
月）が内閣府から示され、各自治体でも避難所運営
マニュアルを整備しているが、今回のような感染症拡
大下での避難と避難所の運営は想定されていなかっ
た。
　内閣府・消防庁・厚生労働省は、2020年4月1日に

「避難所における新型コロナウイルス感染症への対
応について」、同年4月7日に「避難所における新型コ
ロナウイルス感染症への更なる対応について」の通知
を出し、対応を促している。4月7日の通知には、可能
な限り多くの避難所の開設、親戚や友人の家等への
避難の検討、避難者の健康状態の確認、手洗い・咳
エチケット等の基本的な対策の徹底、避難所の衛生
環境の確保、十分な換気の実施、スペースの確保等、
発熱・咳等の症状が出た者の専用のスペースの確保
などの方策が示されている。
　これまでも避難所は、温度調節や衛生にかかわる
快適性、プライバシーの確保や女性、障害者、高齢
者への配慮について課題が指摘されてきたが、感染
症の広がりを避けるために、一層の施設・設備の充
実や運用面での工夫が求められている。
　既に、緊急事態宣言下の千葉県で土砂災害警戒
区域に避難勧告が発令された例もあり、今年は酷暑
や台風、ゲリラ豪雨が夏から秋までの期間に各地で
発生が予想され、自治体の対策が喫緊の課題となる。
　埼玉県でも、出水期を控え避難所における新型コ
ロナ感染防止策を取りまとめた「避難所の運営に関
する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガ
イドライン）」を策定し、今後、このガイドラインに基
づき、市町村とともに避難所における感染症対策に
取り組む、としており（2020年5月29日　県政ニュー
ス）、早急な実施が求められる。

〇地震災害

〇風水害（風害、水害、土砂災害、雪害）

〇大規模事故災害（大規模火災、林野火災、危険物等災
害、航空機災害、鉄道事故、道路災害、放射性物質事故） 
など

さいたま市危機管理指針より
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はじめに

　近年、人口減少や高齢化に伴う土地利用ニーズ
の低下や土地所有に対する意識の変化などにより、
所有者不明土地の増加が大きな社会問題となって
いる。増え続ける所有者不明土地問題の解決は喫
緊の課題であることから、現在様々な法整備が進
められている。
　先に社会問題化した空家については、2015年2
月、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施
行され、所謂「特定空家等」への対策が取られるこ
ととなった。国土である土地を今後どのように保
全していくのか、所有権と管理義務･責任という
側面から、今､大きな転換点を迎えようとしている。

所有者不明土地問題とは

　所有者不明土地の定義については、2018年6月
に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に
関する特別措置法」第2条第1項において、「相当な
努力が払われたと認められるものとして政令で定
める方法により探索を行ってもなおその所有者の
全部又は一部を確知することができない一筆の土
地をいう」とされている。
　所有者不明土地の問題は、主に土地の取得や利
用に際し、一部でも所有者が不明な土地があるこ
とにより事業が停滞することである。東日本大震
災の復興事業を遂行するにあたり、所有者不明な
土地の存在が事業計画の進捗の妨げになったこと
などでも注目されたところである。調査には膨大
な時間と労力を要し、また税金の徴収にも支障を
来たすなど、経済的な損失は膨大である。
　空家の場合は老朽化した家屋が倒壊したり、防
災･防犯上の問題など、建物が存在することによ
り比較的問題が顕在化しやすいが、特に地方を中
心に古くからある建物や農地・山林などは、事業

化などに直面しないと問題が顕在化しにくいとい
う側面もある。

所有者不明土地の実態

　所有者不明土地の実態を把握するため、複数の
調査が実施されている。
　国土交通省が2017年度に地籍調査を実施した、
約629千筆について土地所有者等を調査したとこ
ろ、22.2%（約140千筆）は登記簿のみでは所有者
等の所在確認ができず、追跡調査をしても、最終
的に0.44%（2,779筆）で確認できなかった。確認
できない土地は、農地や林地だけではなく、都市
部や宅地にも存在した。

　2016年度に農林水産省が実施した相続未登記農
地等の実態調査では、相続未登記農地※1が約477
千ha、相続未登記のおそれのある農地※2が約458千
ha、合計で全農地面積の約２割、約934千ha存在
することが確認されている。

　また、2017年に法務省が行った、全国約10万筆
の土地の所有権登記における最終の登記からの経
過年数の調査結果では、登記名義人が自然人である
ものの内、最終登記から50年以上経過しているもの
が、大都市で6.6%、大都市以外で26.6%、90年以
上経過しているものが、大都市で0.4%、大都市以外
で7.0%となり、相当数の土地で相続登記が行われて
いない可能性が確認されている。

所有者不明土地問題と法整備の現状
研究主幹  棚沢 英明

全体 都市部 宅地 農地 林地
調査対象筆数 629,188 79,691 103,451 205,772 240,274
登記簿のみでは
所在不明

139,568 12,852 19,960 39,028 67,728
22.2% 16.1% 19.3% 19.0% 28.2%

最終的に
所在不明

2,779 214 527 465 1,573
0.44% 0.27% 0.51% 0.23% 0.65%

資料:国土交通省「平成29年度地籍調査における土地所有者等に関する調査」

※1:登記名義人が死亡していることが確認された農地
※2:登記名義人の市町村外転出､ 住民票除票の不存在等により住民基本台帳上ではその生

死が確認できず、相続未登記となっているおそれのある農地
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　一般財団法人国土計画協会の所有者不明土地
問題研究会が、2017年12月に取りまとめた報告書
では、2016年度の地籍調査を活用し、2016年時点
での所有者不明土地の面積を約410万haと推計し
ている。さらに、現在の所有者不明土地の探索が行
われず､ 増加防止に向けた新たな取組が進まない場
合、大量相続の発生による相続未登記の土地の増加
などから、その面積は2040年までに約310万ha増加、
約720万haにまで拡大すると推計した。
　いずれにしても、既に多数かつ広大な土地が所有
者不明になっている可能性があり、今後更に拡大し
ていくことが予測されている。

●所有者不明土地面積の推計

相続と不動産登記制度について

　ここで、所有者不明土地が発生する主な要因と
なっている、相続と不動産登記制度について考えて
みたい。

（1）相続
　民法では、相続は死亡により開始し、配偶者、子供、
直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人となり得る立場に
ある。なお、1947年5月2日までは旧民法による家督
相続であり、家督相続人が全ての財産を単独で承継
していた。
　相続では被相続人の資産･負債を全て引き継ぐ単
純承認が一般的であるが、相続放棄が行われるケー
スもある。
　相続放棄が行われるケースは様々であるが、資産

よりも負債が多い場合（債務超過）､ 単純承認では
負債も全て相続し、相続人が弁済の義務を負うこと
になることから相続放棄されると考えられる。他にも､
「被相続人から生前に贈与を受けている」「遺産を
分散させたくない」などが考えられる。
　しかし､ 昨今は少し状況が変化している可能性が
ある。少子化の流れの中で、特に地方で相続が発
生し、相続財産には農地や山林などの不動産があり、
相続人は都心で暮らしている場合、到底それらの不
動産を管理することは難しい。市街地の不動産や資
産性の高い不動産であれば売却して換金することも
可能であるが、資産性が乏しく売却の可能性もない
不動産を管理していくことはできないのが実情であろ
う。相続した不動産により、第三者に損害を与えるよ
うな事態が発生しないとも限らない。このような場合
に相続人全員が相続を放棄したら、最終的にその不
動産は国庫に帰属することになるが、そう簡単ではな
いようだ。

●相続の放棄の申述の受理及び相続財産管理人
　選任等の件数推移

　司法統計によると、相続の放棄の申述の受理件
数は､ 1975年に48,981件であったが、1995年から
2005年にかけて急増し、149,375件と約3倍となり、
その後も増加傾向にあり、2017年には20万件を超え
ている。
　死亡者が増加しているので当然放棄の件数も増加
しているものと考えられるが、死亡者数に対する申述
の件数割合も徐々に高くなっている。全ての相続放棄
に不動産が存在するわけではないが、当面死亡者数
の増加に伴い相続放棄件数も増加することが予想さ

資料：所有者不明土地問題研究会「所有者不明土地問題研究会最終報告」
(注)所有者不明土地定義：「所有者台帳（不動産登記簿等）により、所有者が直ちに判明しな
い、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」

資料：裁判所「司法統計」

約410万ｈa

約720万ｈa

約310万ｈa

20172016201520142013201220112005199519851975

21,12221,13019,81018,61818,44817,86916,75115,676

10,736

4,696
2,5671,822

215,320
205,909197,656189,296

182,082172,936169,300166,463
149,375

62,603
46,22748,981
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れることから、一定の割合で相続放棄される不動産
も増加する可能性がある。
　また、相続人が不明となった場合には相続財産管
理人の選任が行われる場合があるが、相続財産管理
人選任等（相続人不分明）の件数も増加傾向を示し
ている。いずれも増加している詳細な要因までは確認
できなかったが、管理できない不動産の存在が理由
であるとすれば、今後の土地問題は一層深刻なもの
となると考えられる。
　国土交通省では、1993年度から「土地問題に関
する国民の意識調査」を実施しており、この中に「土
地は預貯金や株式などに比べて有利な資産と考える
か」との設問がある。

●土地は有利な資産か

　1993年度調査では61.8%の人が「そう思う」と回
答しているが、1998年までに「そう思う」との割合が
大きく減少し、直近では約27%となっている。一方「そ
うは思わない」との割合は21.3%から45.3%と2倍以
上となり、「そうは思わない」との割合が「そう思う」の
割合を上回っている状況が続いている。
　バブル経済崩壊の影響で土地の優位性が大きく低

下し、近年では、地域性や年齢階層による違いはあ
るにせよ､ 必ずしも土地の優位性が高いとは言えなく
なっている。土地に対するこの意識の変化が、相続に
も大きく影響している可能性があるのではないだろう
か。

（２）不動産登記制度
　不動産登記制度は不動産に関する権利関係を公
示することを目的としているが、公信力はなく、一般的
に登記されている権利関係は正しいが、その権利関
係が真実であると保証されているわけではない。権利
に関する登記は第三者に対する対抗要件（第三者に
対して権利を取得していることを主張できる）にすぎな
いので、所有者として登記されている人が真の所有者
とは限らない。
　権利の登記については、当事者は申請の義務を
負っていないので、登記するかしないかは本人の判
断である。一般的な不動産取引においては権利を守
るためにも登記するが、相続の場合は登記しなくても
その時点では何ら問題が発生することはない。
　遺産分割協議が行われ、特定の相続人が不動産
を相続し、相続税が発生すれば納付して取り敢えず
手続きは完了する。相続による所有権移転登記をす
る場合でも、登記費用は必要となるので、積極的に
登記をするインセンティブは働かなかったのであろう。
　問題は、遺産分割協議や相続登記が行われる前
に複数回相続が繰り返される（数次相続）場合であ
る。相続手続きには様々な書類が必要となり手続き
は煩雑である。数代にわたる相続では、法定相続人
は数十人以上となる場合もあり、特定することさえ大
変な作業となり、さらに当事者間の関係性は遠く､ 希
薄となっていく。海外居住者や国際結婚等の場合も
ある。司法統計によれば、最近千件程度まで減少し
た養子縁組が、1949年には44,699件も行われてい
た。
　時間の経過とともに、関係者が増加し複雑化する
ことで未登記状態の長期化を招き、家督相続まで遡
るケースも見受けられるなど、所有者不明土地が増
加する大きな要因となっているのである。

（年度）

資料:国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」
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法整備の状況

　国土交通省では、国土審議会土地政策分科会特
別部会において、2017年9月よりこの問題について
の検討が開始された。検討結果を踏まえ、2018年6
月に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特
別措置法」が成立し、2018年11月より一部施行され、
2019年6月に全面施行された。
　この法律では、１．所有者不明土地を円滑に利用
する仕組み（①公共事業における収用手続の合理化
･円滑化（所有権の取得）②地域福利増進事業の創
設（利用権の設定）、２．所有者の探索を合理化す
る仕組み（①土地等権利者関連情報の利用及び提
供②長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法
の特例、３．所有者不明土地を適切に管理する仕組
み（財産管理制度に係る民法の特例）が設けられた。
これにより、所有者不明土地の収用手続きに要する
期間の短縮などが期待されることとなった。
　2019年5月には､「表題部所有者※3不明土地の登
記及び管理の適正化に関する法律」が成立している。

　政府は2018年1月、所有者不明土地等対策のた
めの関係閣僚会議を開催し、政府一体となった総合
的な対策を推進することとし、2020年1月までに5回
の会議を重ねてきた。土地所有に関する基本制度の
見直しを図るため、2020年3月に「土地基本法等の
一部を改正する法律」が成立。国土調査法等の改正
と合わせ、適正な土地の利用及び管理を確保する施
策を推進するとともに、地籍調査の円滑化･迅速化に
向けた一体的な措置を図ることとした。これに基づき、
5月には人口減少時代に対応した、土地政策の総合
的な推進を図るための具体的な施策の方向性を示す

「土地基本方針」、及び地籍調査等の迅速かつ効
率的な実施を図るための第7次「国土調査事業十箇
年計画」が閣議決定されている。
　そして最も注目されるのが、土地の所有者や相続
人に直接影響する登記制度・土地所有権の在り方に
関する法改正である。2019年12月には法制審議会

において、民法･不動産登記法等改正中間試案が取
りまとめられ、2020年1月から3月にかけて、パブリッ
クコメントが実施された。本年中に法案が提出される
予定となっており、主に「所有者不明土地の発生を
予防するための仕組み」と「所有者不明土地を円滑
･適正に利用するための仕組み」を明確化する内容と
なっている。
　所有者不明土地の発生を予防するための仕組み
では、相続登記がされないまま放置され所有者不明
土地が発生することから、相続登記の申請の義務化
等が予定されている。相続人に対し、不動産の相続
登記を義務付ける他、相続登記をしやすくする方策、
登記所が他の公的機関から死亡情報等を取得して
不動産登記情報の更新を図る方策等が検討されて
いる。
　また、所有者不明土地の発生を抑制する方策とし
ては、土地の所有権の放棄について議論され、放棄
の要件や効果、帰属先機関の財政的負担、モラルハ
ザードの防止等について検討されている。また、遺産
分割の期間制限も検討の対象となっている。
　所有者不明土地を円滑･適正に利用するための仕
組みとしては、共有関係にある所有者不明土地の利
用、所有者不明土地の管理の合理化（ここでは相続
財産管理制度の見直しが検討され、相続放棄した
放棄者の義務が明確化される見通しである）､ さらに、
隣地所有者による所有者不明土地の利用･管理など
が検討されており、最終的な法改正が待たれている。

おわりに

　土地の所有権とその土地を適切に管理する義務･
責任の関係は、日本の国土を保全する上で極めて重
要な問題である。しかしながら少子化と人口減少、東
京一極集中が加速する現在においては、土地に対す
る意識も含め、その関係が大きく変化している。新た
な法整備により、所有者不明土地の増加を抑制し､
既に所有者不明となっている土地の有効で効率的な
活用が促進されることに期待したい。

※3 所有権の登記がない不動産について、登記記録の表題部に記録される所有者のこと。
表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものを表
題部所有者不明土地という｡
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はじめに

　2018年9月、経済産業省が設置した「デジタルトラ
ンスフォーメーションに向けた研究会」が、「DXレポー
ト～ITシステム『2025年の壁』の克服とDXの本格的
な展開～」を発表して以降、産業界を中心にデジタル
トランスフォーメーション（以下、DX）という言葉が
注目されている。
　産業界に破壊的な変革をもたらすとされるDXであ
るが、その意味を正しく理解している人はまだまだ少
ない。特に中小企業では、DXの意義や本質、これま
でのITの活用との違いが分からないといった声が聞
かれる。
　本稿では、中小企業の未来にも大きな影響を及ぼ
すDXについて、経済産業省や経団連などの対応を
整理し、中小企業はDXにいかにして取り組むべきな
のかを考えたい。

DXの本質は単なるIT化ではない

　DXの概念は、「平成30年版情報通信白書（総務
省）」によれば、2004年にスウェーデンのウメオ大学
のエリック・ストルターマン教授が提唱した「ICTの浸
透が人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変化さ
せる」という考えが基になっている。
　そして企業が取り組むDXを的確に示したのが、
2018年12月に経済産業省が発表した「デジタルト
ランスフォーメーションを推進するためのガイドライ
ン（DX推進ガイドライン）」である。そこでは「企業
がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデ
ジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基
に、製品やサービス、ビジネス・モデルを変革するとと
もに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風
土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とDX
を定義した。また、経団連は、2020年5月に発表した
「DigitalTransformation(DX)～価値の協創で未

来をひらく～」の中で、「デジタル技術とデータの活用
が進むことによって、社会・産業・生活のあり方が根
本から革命的に変わること。また、その革新に向けて
産業・組織・個人が大転換を図ること」とDXを定義し
ている。
　DXによってもたらされる変化は、単にテクノロジー
の変化ではなく社会基盤や文化そのものが大きく変
化し、これまでの社会の価値基準や物差しが通用し
なくなる社会やビジネスの根幹を揺るがす変化である。
DXはデジタル技術を用いたいわゆるIT化（省人化・
自動化・効率化等）にとどまらない。DXの本質は、社
会の根本的な変化に対して、既成概念の破壊を伴い
ながら新たな価値を創出するための変革である。

Society5.0「新たな日常」の実現には
DXが不可欠

　わが国は、第5期科学技術基本計画（2016年）や
統合イノベーション戦略（2018年）において、目指
すべき未来社会の姿としてSociety5.0（創造社会）
の実現を提唱している。Society5.0は「サイバー空間

（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に
融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の
解決を両立する人間中心の社会」である。具体的に
は、IoT（Internet of Things）、ロボット、人工知能
（AI）、ビッグデータ等の新たな技術をあらゆる産業
や社会生活に取り入れてイノベーションを創出し、少
子高齢化、過疎化、貧富の格差等の社会的課題を
解決する新たな社会である。
　さらに、2020年7月の「経済財政運営と改革の基
本方針2020～危機の克服、そして新しい未来へ～」
では、Society5.0の実現を目指す従来の取り組みを
一歩も二歩も進め、「新たな日常」の定着に向け、社
会全体のDXの推進を加速するとした。例えば、企業
のDXの取り組みを促すため、デジタルガバナンス・

これからの時代に企業が生き残っていくための鍵
～ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは何か～ 主席研究員  間藤 雅夫
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コード（経営者に求められる対応）の策定、大企業と
中小企業間取引のデジタル化、サプライチェーンのデ
ジタル化、新しい生活様式をビジネスチャンスとする
取り組みを支援するとしている。
　ビッグデータやAIが世界規模で話題になってから
約10年が経過し、デジタル技術の進展で科学研究
や企業の製品・サービス開発のあり方も大きく変わり
つつある。各企業や組織がDXを着実に進め、新たな
デジタル技術を用いてデータを有効活用し、新たなビ
ジネス・モデルを生み出すことで、課題解決型社会で
あるSociety5.0の実現や「新たな日常」の定着・加速
が期待されている。

経団連が提唱する日本ならではのDX

　経団連は、2020年5月に発表したDXの推進に向
けた提言である「Digital Transformation (DX)～
価値の協創で未来をひらく～」の中で、各国でDXが
進む中、「多様な主体の協創による生活者価値の実現

（価値協創）」という日本ならではのDX（日本発DX）
を提唱している。
　経団連が言う「協創」とは、単なる企業提携・業
務提携を超えた生活者視点での価値提供や社会
課題の解決に立脚した今までとは異次元の提携で
あり、多様な主体間で、多様な手段を組み合わせ
て、強みを融合し弱みを補完し合うことで新たなビジ
ネス・モデル、エコシステムを構築することである。経
団連はDXのキーになる「協創」を含め、「経営」、「人
材」、「組織」、「技術」の5つの要素ごとに企業の

DX戦略とその実行の方向性を整理している。
　さらに、経団連は、協創を軸とするDX推進に必要
な5つの要素を段階的に進める上での定性指標であ
る「協創DX指標」を示した。あくまで各企業がDXを
推進する際の自己評価の参考例であるが、各企業が
その実情によって徐々にレベルアップすることを期待
している。

経済産業省が警鐘を鳴らす2025年の崖とは

　あらゆる産業において、新たなデジタル技術を活
用して新しいビジネス・モデルを創出し、柔軟に改変
することが求められている。しかし、多くの企業経営
者が、新たなデジタル技術を活用してビジネス・モデ
ルを創出・変革するDXの必要性は理解しているもの
の、何を如何に成すべきかの見極めに苦労し、老朽
化した部門別システムや過度なカスタマイズにより
複雑化・ブラックボックス化した既存システム（＝レガ
シーシステム）の存在、さらには現場サイドの抵抗な
ど、企業のDX実行には様々な足かせがあるとDXレ
ポートは指摘している。そして、この課題を克服でき
ない場合、DXが実現できないだけでなく、日本企業
はデジタル競争の敗者となる。さらに2025年までに
予想される維持・保守コストの高騰（技術的負債の増
大）、IT人材の引退やサポート終了によるセキュリティ
リスクの高まりに伴う経済損失は、2025年以降、最
大12兆円／年（現在の3倍）にのぼる可能性を示し
た。これが経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」
である。

資料：経団連「Digital Transformation (DX)～価値の協創で未来をひらく～」

・既存の部門や業種の垣根をなくし、生活者
価値を共有する同業種・異業種、スタート
アップ、アカデミア、政府・自治体などさ
まざまな主体が有機的かつ自律的に協創を
進めるモデル

・従来の企業連携・業務提携にとどまるもの
ではなく、生活者価値の実現を目的とした、
より抜本的で有機的な連携

・生活者の意思に基づき、多様な主体間での
信頼あるデータ連携を進める

●日本発ＤＸ＝多様な主体の協創による生活者の価値の実現
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経済産業省は、「DX推進ガイドライン」、
「DX推進指標」を立て続けに発表

　経済産業省は同時に「2025年の崖」の回避策とし
てDX実現シナリオを示し、「2025年までの間に、複
雑化・ブラックボックス化した既存システムを廃棄や
塩漬けにし、一方で必要なシステムは刷新するなど
して、企業がDXを実現できれば、2030年に実質
GDP130兆円超の押上げも実現可能」とした。
　そして、DX実現シナリオの達成のため、2018年12
月に経済産業省は、「デジタルトランスフォーメーショ
ンを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドライ
ン）」を公表した。これは、DXの実現やその基盤とな
るITシステムの構築を行う上で経営者が押さえるべ
き事項を明確にすることと、株主などがDXの取り組
みをチェックすることを目的としている。
　さらに、経済産業省は2019年7月に、「DX推進指
標とそのガイダンス」を公表し、経営者等がDXの推
進に向けた現状や課題を認識し、アクションにつなげ
るための気付きを提供する「DX推進指標」を示した。
この指標は、企業が簡易な自己診断を行うことが可

能で、経営者自ら回答すべき「キークエスチョン」と経
営者と幹部、事業部門、DX部門、IT部門と議論すべ
き「サブクエスチョン」に分かれているのが特徴となっ
ている。経済産業省は、こうしたガイドラインや指標が、
企業がDXに取り組む一助となることを期待している。

中小企業がDXに取り組む際のポイント

　経済産業省の「DX推進指標」や経団連の「協創
DX指標」など、企業のDX推進のためのツールが公
表されているが、その中身は中小企業が取り組むに
は内容的・ボリューム的に難しいものであることは否
めない。
　DXは、たとえ中小企業であっても経営の最重要課
題として取り組むべきものであるが、DXはあくまで手
段であり、DX自体が目的ではない。経営ビジョンを
実現するためにどのようにDXを活用するかという視点
が重要である。
　DX研究の第一人者で経済産業省の「デジタルトラ
ンスフォーメーションに向けた研究会」座長の南山大

資料：経済産業省「ＤＸ推進指標とそのガイダンス」

●DX推進指標の構成
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学理工学部の青山教授は、中小企業がDXに取り組
む際の押さえておくべき3つのポイントを挙げている。
　DXの本質は新技術を活用した事業変革であり、
DXに取り組む大前提として、企業は5年後の事業目
標の明確化、つまりDXの前に自社及び事業の棚卸
しを行い、目指すべき方向性・目標を決めること。技
術やデータはあくまで手段であり、目標が明確になれ
ば自ずと必要な技術は決まってくる。その上で、中小
企業がDXに取り組むポイントとして、①経営者のリー
ダーシップと経営者・現場・IT部門の三位一体の推
進体制。中小企業は、良くも悪くも経営者の意向を強
く受けるため経営者自身のデジタル化が必要で、DX
の取組意欲・取組体制を経営者の強いリーダーシッ
プの下構築する。②スモールスタート。初めから高い
目標・多額の投資をしない。先進技術はハードルが
高いので、もっと基本的なITやWebの活用から取り
組む。③従業員のITリテラシー向上。中小企業のIT
人材確保が困難であることは事実であるが、DX推進
の担い手として既存従業員のIT教育・人材育成を行
い、経営者のみならず現場の従業員のITノウハウを
高める必要がある。

埼玉県産業振興公社が中小企業のデジタ
ル化を支援

　予算や人材が限られる中小企業がDX化を負担に
感じることは無理もない。ただ、DX化の取り組みの全
てを社内だけで行う必要はない。行政機関や支援機
関など、外部の知識・情報を活用することが中小企業
のDX化にとっては有効である。
　経済産業省とIPA（独立行政法人情報処理推進機
構）は、2016年からIoT等で地域課題を解決し、新
ビジネスを創出する取り組みを地方版IoT推進ラボと
して選定し、各ラボを支援している。
　埼玉県では、（公財）埼玉県産業振興公社が、中
小企業AI・IoT活用の支援を行っている。デジタル化
に関する相談（無料）、事例紹介、人材育成のため
のセミナーや資金面のサポートとしてトライアル補助
金などのメニューがある。
　中小企業は日々の業務に追われ、業務改革に踏み
出せないことも多い。しかし、現在の経営資源やビジ
ネスプロセスを改めて見直し、普段から新しいデジタ
ル技術やデジタルツールに常にアンテナを張りながら、
自社の経営課題に向き合うことが大切である。

　DXは、自社のビジ
ネス・モデルのあり方
を大きく変える可能
性がある。単なるデジ
タル化や効率化での
IT利用ではなく、今ま
での常識やビジネス・
モデルから脱却する
抜本的な業務変革へ
向けて、埼玉県内の
中小企業がDXに前
向きに取り組むことを
期待したい。

・中小ものづくり企業の IoT・AI 利活用を支援するため、豊富な経験・知識・知見・実績を有する
IoT コーディネータが様々な相談に応じる

・IoT・AI に関する最新技術動向や活用事例を紹介するセミナーを開催

・生産性向上や製品の付加価値向上等を行うための AI・IoT、ロボットシステムの導入経費を助成

・IoT 活用シーンや効果などを説明した事例集及び事例のビデオを作成

・IoT を推進する人材を育成するため、階層別、目的別に分けて各種研修を開催
■AI・IoT 導入実践研修
■AI・IoT 人材育成研修　技術者養成コース（8 ヶ月で 18 日間のコース）
■AI・IoT 人材育成研修　導入技術研修コース（6 日間のコース）
■ものづくり AI・IoT 研修　　■オーダメイド型 AI 研修

資料：（公財）埼玉県産業振興公社ホームページより作成

（公財）埼玉県産業振興公社　新産業振興部　IoT・技術支援グループ
ホームページ：https://www.saitama-j.or.jp/iot/
住所：〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合 2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ 3 階
TEL：048-621-7051　　FAX：048-857-3921　　メール：iot@saitama-j.or.jp

●（公財）埼玉県産業振興公社の中小企業AI・IoT活用支援
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はじめに

　2019年4月施行の働き方改革は、ワークライフバ
ランスの実現を目指すとはいえ、時間管理をして生産
性を上げるという資本の論理が先行しているように感
じられた。しかし、今回の新型コロナウイルスによる緊
急事態宣言発令以降、営業の継続のためにも従業員
の健康を維持することが最優先の命題となった。従
業員の健康が優先され、次に経済。資本の論理から
生存の論理にシフトしたように思われる。
　本稿では、緊急事態宣言によって多くの企業がテ
レワークの導入に取り組んだことから浮かんできた課
題を検討し、対応の方向性や地域経済への影響を考
えてみたい。

テレワークの導入状況と課題

　「テレワーク」とは、「在宅勤務」「モバイルワーク」
「サテライトオフィス勤務」の３形態をいう。通信利
用動向調査（総務省令和元年９月末調査）によると、
企業のテレワーク導入率は20.2％（前年比＋1.1％）
で、具体的な導入予定がある企業を合わせても
29.6％（前年比＋3.3％）にとどまっていた。導入目的
は、「業務の効率性（生産性）の向上」「勤務者のワー
クライフバランスの向上」「勤務者の移動時間の短縮
･混雑回避」が上位にあげられるが、「障害者、高齢者、
介護･育児中の社員等への対応」や「非常時の事業
継続に備えて」も少なくない。
　テレワークの導入促進には、「テレワーク・デイズ」

（主催：総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交
通省、 内閣官房、内閣府）の取り組みも貢献したと思
われる。これは、東京オリンピック・パラリンピックによ
る交通混雑をテレワークによって回避しようとするも
ので、開会式が行われる7月24日を「テレワーク・デイ」
として2017年から実施（2018年以降は期間実施）さ

テレワークで進める働き方改革
～個人、企業、そして地域へ～ 主席研究員  宮澤 謙介

れ、2019年は2,887団体、約68万人が参加した。
　では、緊急事態宣言後はどう変わったのか。東京
都のテレワーク導入率緊急調査によると、2020年４
月の都内企業（従業員30人以上）のテレワーク導入
率は62.7％（同年3月は24.0％）で、社員の実施率の
平均は49.1％（前年12月は15.7％）であった。また、
パーソル総合研究所が2020年４月に実施した調査
によると、１都３県の就業者の53％が企業から在宅
勤務やテレワークを推奨または義務づけられている。
緊急事態宣言発令に伴うテレワークへの転換は、相
当なインパクトがあったものと考えられる。

●都内企業のテレワーク導入率の変化（2020年）

　テレワーク導入に関しては各機関から様々な調査
結果が公表されているので、以下ではそれらを総じて
見えてきた主な課題を整理する。なお、情報通信技
術で対処可能であったり、幾分の投資によって解決
できると考えられる問題は除き、主に仕事の取り組み
方に関する問題についてまとめることにする。
課題(ア) 仕事がテレワークに適さない
　そもそも仕事が適していないという意見は少なから
ずある。先入観を疑う必要もあるだろう。在宅と職場
で仕事を分類する、仕事のやり方を変えるなどの工
夫も必要である。

全体 事務・営業職
中心の業種（注1）

24.0

62.7
+38.7
ポイント

41.9

76.2+34.3
ポイント

14.8

55.0
+40.2
ポイント

現場作業・対人
サービス中心の業種（注2）

資料：東京都「テレワーク「導入率」緊急調査結果」
（注１）情報通信業、金融・保険業、サービス業等
（注２）建設業、製造業、運輸・郵便業、医療・福祉、飲食・宿泊業、小売業等
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課題(イ) 労務管理が困難
　目の前で部下の執務状況を確認できないなかで、
管理者として指示や管理をいかに行うか。会議や報
告の頻発、モニタリングの実施などは弊害も生まれや
すい。
課題(ウ) オフィスでしかできない仕事
　ライセンス契約のある業務ソフトや持ち出しのでき
ない機材・資料を使う等、職場から外部に持ち出せ
ないものを使わなければならない場合。
課題(エ) 家庭環境による制約
　自宅に書斎がないなど仕事に適する環境がない、
幼い子どもがいて仕事に集中できない、など。
課題(オ) コミュニケーションがとりにくい
　連絡や意思疎通に苦労する、気軽に相談できない、
ビデオ会議などのツールは実際に会って話すことに比
較してコミュニケーションの度合いが低い、など。
課題(カ) 運動不足や孤独感を感じる
　自宅に閉じこもっていることによる肉体的・精神的
弊害、仕事の進め方やコミュニケーションの取り方の
違いによる職場と異なる緊張感等から在宅勤務に疲
れを感じる、など。

テレワークに適する仕事とは

　では、テレワークに適する仕事とはどのようなもの
なのか。ここでは、テレワークへの適応性を評価する
視点として、①コミュニケーションの重要度、②場所
の自由度、③相互連携性をあげる。
評価軸①　コミュニケーションの重要度
　仕事におけるコミュニケーションの重要度が高け
れば、実際に会うことが制限されるテレワークへの適
応性は低くなると考えられる。経営者は、社内外との
情報交換、経営判断のためのディスカッション、重要
取引先との交渉や社員への指示等、コミュニケーショ
ンの重要度が高い。営業職は顧客とのコミュニケー
ションの重要度が高く、研究職は個別の研究テーマ
による自己完結性があるので事務職よりもコミュニ
ケーションの重要度が低い。入力作業などのオペレー

ション業務はさらにコミュニケーションの重要度が低
いと考えられる。

●コミュニケーションの重要度によるテレワークへの
　適応性の概念図

評価軸②　場所の自由度
　顧客との交渉が不可欠な営業職は、場所の自由
度が高い。日報も外出先で作成することができるので、
従来からモバイルワークの導入率が高かったと思わ
れる。その他の仕事についてはケースバイケースだが、
必要なものさえあればどこでもできるという仕事であ
ればテレワークへの適応性は高い。
評価軸③　相互連携性
　例えば、上流段階の仕事を受けて処理してから下
流段階に流すような仕事では、上流･下流との円滑な
連携が求められる。常にチームで活動し、お互いの
意思疎通が活動のベースとなっている場合なども含
め、コミュニケーションと重複する部分が多少あるも
のの、体制的な視点からも適応性が評価できる。
　ここで、経理等の事務職はコミュニケーション量が
比較的多く相互連携性も高いが、定型業務が多いな
ら機械化やAIによる代替も検討すべきで、テレワーク
転換とは異なる視点が必要になる。
　なお、職種の観点だけで適･不適を振り分けられる
わけではないと思われる。例えば、大規模な不動産
開発であれば、資料作成や企画の素案（あるいは要
素となる部分）を練ることは個人でもできるが、それを
持ち寄って皆で検討することでさまざまな気づきやア
イデアを創発し、プロジェクトとしてより総合的で優れ
た企画を立案することができるだろう。仕事が自己完

（大）

（小）

（大）

（小）

テレワークへの適応性

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
度
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結する研究者であっても、仲間との会話から重要な
気づきが生まれることもある。目的やケースにあった
環境が必要ということができよう。

生産性を向上させるには

　テレワークへの移行に際しての最大の課題は労務
管理かもしれない。今までの管理手法をそのまま移し
替えるだけでは不適応が生じやすい。生産性を向上
させる労務管理とはいかなるものなのだろうか。
　日本生産性本部によると、労働生産性＝産出

（output）÷投入（input）で表されるが、これまで
の生産性管理はoutput（生産量･販売額あるいは価
値創出）よりinput（労働・時間投入）を偏重してきた
感が強い。テレワーク化に際して“Pay for Time”＝
どれだけ時間や労力を費やしたかを重視するのであ
れば、執務状況を確認する手立てが必要になる。他
方、“Pay for Performance”＝成果主義であれば、
結果が評価できる単位として仕事をまとめ、ゴールを
明確化する必要がある。
　日本企業の多くはメンバーシップ型だと言われる。
会社というチームのメンバーになる資格を与え、メン
バーとして組織のために働き、年功やポジションに応
じて昇給する。チームのためにできることは何でもす
る信頼関係が前提だが、メンバーシップ型特性が強
いと役割や責任の所在が不明確になりやすく、成果
のばらつきがある程度許容されるため、全体の生産
性はなかなか高まらない。他方、米国のようなジョブ
型では、個人個人の役割は明確だが、給料を上げる
にはジョブを変えねばならない。ジョブ型特性が強い
と、レイオフの発生や業務のアウトソーシング（外注）
も視野に入る。テレワークの拡大はジョブ型への関心
を高めたが、それが生産性を向上させるという保証は
ない。即戦力に傾く余り、人材の育成や個人の知力
を総合した組織力の向上を怠れば、かえって企業の
競争力を損なう懸念さえある。
　それでは、テレワーク対応の働き方として、チーム
ワークと生産性の双方を向上することはできないのだ

ろうか。以下に２つの事例を示す。

　両事例とも社員の横のつながりを重視し、コミュニ
ケーションツールを活用することで、社員の自主性と
協調性を引き出している。事例１は、メンバーシップ
型だがジョブ型のように役割や目標は明確で、テレ
ワークと通常勤務を柔軟に選べる体制は働きやすさ
を高めている。事例２からは、仕事の円滑化に誰が
貢献しているか“見える化”できる可能性が感じられ、
それは縦型から横型への組織転換の中で、労務管理
の方法や管理者のあり方にも大きな影響を及ぼすだ
ろう。

【事例1】クラウドクリニック（医療事務代行）
同社では全員をメンバーと呼ぶ。42人のメンバー
のうち40人が女性で、子育てママも多い。月130
時間でも正社員になれるなど、仕組みや制度はユ
ニーク。すべてメンバーから出てきた意見を全員
で話し合って構築した。管理者や一般職という概
念もない。メンバー全員が経営視点を持ち、フラッ
トな立場で事業にコミットする。「どう思う？」と
聞くと皆きちんとした答えを持っているもの。い
いと思った方法で進めればいいと背中を押す。安
心できる職場環境、チームや社会との一体感があ
ると、メンバーは自主的に伸びる。出社か在宅か
は各自が朝に判断する。どこでも仕事ができ、子
どもの急病などで急に抜けることがあってもチー
ムのメンバーがすぐフォローできるよう、コミュ
ニケーションツールを活用している。
（日経DUAL2019.7.11）

【事例2】メルカリ（フリマアプリ・サービス）
同社は、従業員同士が成果を評価し合い、報酬を
与え合う「ピアボーナス」と呼ぶユニボス（東京・
港）のサービスを利用する。社内SNSで同僚に
メッセージを送る際にポイントを付与する仕組み
で、第三者から見て高い成果やよいコミュニケー
ションと賛同した場合は拍手ボタンを押し、最低
で10円程度の報酬をメッセージの送受信の双方
に与える。原資は会社が負担する。
（日本経済新聞2020.4.20）
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埼玉県の潜在的なテレワーク人口

　働き方に大きな変化をもたらすテレワークだが、埼
玉県の昼間人口をどの程度変化させるのか、国勢調
査をもとに試算した。就業者全体の４割がテレワー
クに移行すると仮定した場合、埼玉県全体で30.4万
人の昼間人口が増加すると見込まれる。これは、所
沢市の人口（34万人・県内５位）には及ばないものの、
草加市（25万人・同６位）、春日部市（23万人・同７
位）を上回っており、地域の中心都市がひとつ増える
ような規模である。
　市区町村別では、川口市の3.7万人弱を筆頭に、
所沢市、越谷市、春日部市、草加市、上尾市、さい
たま市南区で1.4～1.7万人、見沼区、新座市、富士
見市でも１万人前後の増加が見込まれる。また、南
区、緑区、富士見市、志木市、白岡市、宮代町、松
伏町、越生町では昼夜間人口比率が７ポイント以上
上昇する。

●昼間人口変化の試算

●昼夜間人口比率変化の試算

働く場所はどう変わるか

　試算では、東京都千代田区、中央区、新宿区、渋
谷区の昼間人口は、それぞれ30万人以上の減少と
なった。余剰となるオフィス空間の活用が求められる
ところだ。上述のテレワーク導入の課題から空間活
用の切り口を求めるなら、①コミュニケーションをベー
スに創造的な発想や成果を生み出す（創発）、②集
中して密度の濃い仕事ができる（集中）、③高度な機
材やサービス等を利用してそこでしかできない仕事が
できる（専門化）、④組織としての一体感や業務上の
円滑な連携のベースをつくる（メンバーシップ）、⑤在
宅勤務による精神的な疲労や孤独感から解放される

（リフレッシュ）の５つがあげられよう。本社機能が
集積する都心部では、対面型コミュニケーションや
専門的機能・サービスの活用を主軸としたオフィス空
間の再整備が進むのではないだろうか。
　他方、在宅での仕事環境を考えると、多くの住宅
は仕事を前提とした間取りではない。家族がいる中
での仕事は皆に気遣いを強いるし、家に籠もっていて
は息が詰まる。自宅に近い場所に、気遣いなく仕事
に集中できる環境があるとよいだろう。移動が制限さ
れても地域での交流の大切さは変わらないのだから、
自由に使えるシェアオフィスが身近にあれば、テレワー
ク人口の増加を地域の活性化に結びつけることがで
きると思われる。自治体がシェアオフィスを設置する
事例もあるが、余剰となったオフィス空間の再活用が
必要なことから、民間ベースでの整備を誘導する施
策が求められるのではないだろうか。

おわりに

　テレワークは、通勤等のストレスを軽減するが、同
時に生産性の向上を就業者に求める。また、企業に
とっては、先送りしてきた課題に取り組む動機となっ
ている。さらに、テレワークの拡大が昼間人口に影響
するため、地域に大きな変化をもたらす可能性がある。
個人、企業、地域の３方面からの変革が「働き方改
革」として結実することを期待したい。2015年国勢調査をもとに算出

７％≦ｂ
６％≦ｂ＜７％
４％≦ｂ＜６％
２％≦ｂ＜４％
０％≦ｂ＜２％
▲５％≦ｂ＜０％
ｂ＜▲５％

昼夜間人口比率変化の試算
【凡例】昼夜間人口比率の変化（ｂ）

２万人≦ａ
１万人≦ａ＜２万人
５千人≦ａ＜１万人
２千人≦ａ＜５千人
０人≦ａ＜２千人
▲１千人≦ａ＜０人
ａ＜▲１千人

昼間人口変化の試算
【凡例】昼間人口増加数（ａ）
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はじめに

　今年に入って全世界を襲ったコロナ禍の下では、
平常時においてなんとなく見過ごされてきた問題が
より明確な形で人々の眼前にさらされることとなった。
男女の社会的、経済的格差や性別役割分担による
弊害もその一部である。たとえば、一斉休校措置に
よって子どもの世話をするために休業を余儀なくされ
たのは女性労働者が多いこと、男女共に在宅勤務が
増えたが、その結果、女性に家事労働の負担がさら
に偏重した家庭が多かったこと、経済活動の停滞に
よってより多くの女性の労働者が失職したり収入の
減少に直面したことなどがあげられる。非正規雇用者
は女性の割合が高いため、平常時における男女の格
差について、非常時にはより大きな影響が及ぶ。さら
に、緊急事態宣言下においてステイホームを余儀なく
されたことから、ＤＶや児童虐待の被害の増加が報
告されている。
　コロナ禍の様な非常時においては、平常時から存
在していた社会の歪みの影響がますます増幅されてし
まう。それは災害時も同様である。コロナ禍において
はステイホーム、災害時においては家を喪失する人が
いるという正反対な状況ではあるが、経済活動の停
滞によってより多くの女性労働者の雇用状況が悪化
したり、被災者のストレス増加等によってＤＶ被害や
児童虐待が増加すること、女性に家事労働やケア労
働（育児や介護等）の負担が過重にかかることなどは
共通している。
　ここ数年、日本では毎年のようにどこかの地域が大
地震や台風等による水害に見舞われている。私たち
は、災害という非常事態が、明日、自分に降りかかっ
てもおかしくない状況に置かれているといっても過言
ではない。本稿では、災害にまつわる防災・避難・復
興の各段階における女性の視点に立った対応の必
要性について取り上げていくこととする。

防災・災害時における女性の視点の必要
性の認識

　災害への備えや避難所運営、復興において、女性
特有の課題への対応や女性の視点の必要性が認識
されはじめてからかなりの時間が経過している。
　1995年の阪神・淡路大震災の直後から、避難所
等において性暴力被害が発生したことは報告されて
いた。しかしながら、当時はこうした事実についてはあ
まり広く認識されないままであった。その後、2004年
の新潟県中越地震など度々の大きな災害の発生を経
て、女性に固有のニーズへの対応不足や避難所等に
おける性別役割分担の強制、性暴力やＤＶ被害の危
険性の増大などが広く認識されるようになった。
　こうした経験から、国も防災体制に女性の視点を
組み込む必要性を明確にし、2005年に策定された
「第２次男女共同参画基本計画」と「防災基本計画」
にそのことが書き込まれた。
　しかし、国民の防災意識を一気に高めると同時に、
防災への女性の視点の必要性を広く認識させること
になったきっかけは、やはり2011年の東日本大震災
の発生であると考えられる。2011年以降に策定され
る地方公共団体の男女共同参画計画には、防災活
動に女性の視点を反映させることの必要性に言及す
ることが増えていった。また、女性のための防災ガイ
ドなどの一般書籍も多数出版されるようになった。
　2013年には内閣府男女共同参画局が「男女共同
参画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成し、
地方公共団体が防災に取り組む際に配慮すべき男
女共同参画の視点を具体的に提示した。今年５月に
は、さらに新しい内容を盛り込んだ「災害対応力を強
化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防
災・復興ガイドライン～」（以下、「防災・復興ガイドラ
イン」と略）が公表された。
　以下の項では、防災・復興ガイドラインの内容も参

主任研究員  青木 淳子
防災・避難・復興における
　　　　　女性の視点の必要性
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考にしつつ、平常時の備え、避難生活、復旧・復興に
おける女性への配慮の視点を導入する際の課題につ
いてみていきたい。

平常時における災害への備え

　防災に限らないが、意思決定過程への女性の参画
によって、女性のニーズに応える環境整備が進むこと
が期待できる。防災については、地域の防災に関す
る重要事項を審議する防災会議が各地方公共団体
に設置されている。災害対策基本法では第14条第１
項で都道府県防災会議の設置、第16条第１項で市
町村防災会議を設置することとしている。会議の運営
方法や委員構成については、各自治体の条例で規定
されている。
　地方公共団体では意思決定過程への女性の参
画を促進すべく、審議会の委員のうち女性の割合を
30％または40％とすることを目標としているところが
多い。しかし、防災会議については埼玉県防災会議
の女性の委員の割合は17.4％、埼玉県内市町村防
災会議全体で11.2％を占めるにすぎない。全国平均
はさらに低い割合となっている。

　防災会議に女性の委員が少ない理由の一つとして、
会議の委員は条例等で指定されている機関（主に庁
内部局や外郭団体、ライフライン事業者等）の長など
が就任することが多く、そうした職に元々女性が少な
いことがあげられる。また、女性の委員がいたとしても、
それぞれの組織を代表して出席している立場から、女
性への配慮に特化した話題にまで至らないことも予
測される。
　そういった課題に対して、女性の委員を増やす方
策として、たとえば保健師や助産師、看護師、保育
士、介護士等の女性が多い専門職かつ災害対応に
深く関わる可能性が高い職にある人を委員として登用
することが考えられる。また、あらかじめ自治体が有し
ている女性人材リストから推薦してもらうという方法も
ある。
　委員の女性比率を高めることが困難であったり、防
災会議において女性の視点に立った対策が取り上げ

資料：内閣府「都道府県別全国女性の参画マップ」、埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」
をもとに作成

（注） 平成31年4月1日現在

資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」をもとに作成
（注） 各年4月1日現在
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埼玉県市町村合計　　　　　市合計　　　　　町村合計

●埼玉県内自治体の防災会議における女性委員の
割合の推移

●全国の防災会議における女性委員割合

●防災・復興ガイドラインにおける７つの基本方針

（１）平常時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基
盤となる

（２）女性は防災・復興の「主体的担い手」である

（３）災害から受ける影響やニーズの男女の違いに配慮
する

（４）男女の人権を尊重して安全・安心を確保する

（５）女性の視点を入れて必要な民間との連携・協働体制
を構築する

（６）男女共同参画担当部局・男女共同参画センターの役
割を位置付ける

（７）要配慮者への対応においても女性のニーズに配慮
する

全　国 埼玉県

都道府県防災会議 16.0％ 17.4％ 

市区町村防災会議 8.7％ 11.2％ 

市区 11.0％ 13.0％ 

町村 5.8％ 6.7％ 
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にくい場合には、会議の下部組織として当該テーマを
主題として検討する専門部会を設けることも一つの方
策といえる。
　また、自治体における職員の体制を整備することも
必要である。防災・危機管理担当部局の職員の男女
比を庁内全体の職員の男女比と同程度にするよう努
めたり、災害時に避難所となることが予定されている
施設には必ず女性職員も配置するなどの工夫が必要
である。
　地域社会における備えも重要である。近隣住民同
士で組織される自主防災組織には女性の参加が多
い組織もあるが、リーダーの役割を担う女性が少な
い傾向がある。女性のリーダーを育成すると同時に、
避難訓練や避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）等を通じて、
あらかじめ女性の視点を反映した防災活動への住民
の意識づけを行うことも必要である。
　そのほか、当然のことながら、女性用品や妊産婦・
乳幼児・子育て家庭のニーズに応える生活用品、プラ
イバシーを確保するための物資等の備蓄も最重要課
題である。「防災・復興ガイドライン」によると、防災会
議の女性委員比率が高いと各種生活用品を常時備
蓄する比率が高いという調査結果が報告されている。
こうしたことからも、防災に関する意思決定過程に女
性の参画が増えることの重要性がうかがえる。

避難所運営における課題

　男女共同参画や女性への配慮の観点から、避難
所運営において最も重視すべき課題は、女性や子
どもが安全に避難生活を送れる環境を整備するこ
とである。
　これまでの災害の経験から、避難所の環境整備
として、トイレ・物干し場・更衣室・休養スペース・
入浴設備は男女別に設け、授乳室を設けることが
必要とされている。また、男子トイレと女子トイ
レの割合は１：３の割合が推奨されている。その
ほかにも女性用品については配布場所を設けたり、
生理用品等はあらかじめ女子トイレに配備する等

の配慮が必要となる。
　また、避難所運営においては管理責任者に女性
と男性の両方を配置して、双方のニーズをきめ細
かく汲み取れる体制を整えることが重要である。
　避難者の安全の確保として特に注意をしなけ
ればならないことは、女性や子どもに対する暴力
の防止である。災害時はプライバシーを守ること
が難しい環境であることに加えて、被災者にスト
レスがかかることから、平時よりも性暴力やＤＶ、
児童虐待が起こりやすくなるという認識が共有さ
れることが望ましい。特に、子どもは保護者や大
人が災害対応に追われて目を離す時間が多くなる
ことから、犯罪に巻き込まれないようにする注意
が必要である。
　災害時には、平時よりも、立場の弱い人がさら
に困難な立場に追いやられる可能性が高くなる。
そうした状況に対応するためにも、災害発生後で
あっても男女共同参画センター（女性センター）
の機能は通常通りとすることが望ましい。男女共
同参画センターは、男女平等社会に向けての啓発
活動からＤＶ相談に至るまで男女共同参画社会に
向けて総合的に対応する機能を持っている。しか
し、多くの公共施設と同様に、災害発生後は避難
所として転用されることも少なくないことから、
男女共同参画センター職員が避難所運営に従事す
ることによって相談機能等が停滞することもあり
うる。相談窓口としての機能を維持しつつ、妊産
婦や出産直後の母子専用スペースを設置するなど、
従来の機能を活かす利用方法をあらかじめ準備し
ておくことも重要である。
　また、避難所における共同作業で、片付けなど
の力仕事は男性、食事作りは女性というような性
別による役割分担をルールづけることは避けた
方がいいと考えられる。同じ避難所で生活してい
るとしても、ある人は行方不明の家族を探したり、
ある人は持病を持っていたりするなど、抱える事
情は千差万別である。共同で作業を行うにしても、
誰かに負担が偏ることがないルール作りが必要で
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ある。
　被災下におけるストレスからくる心身の不調に
も男性と女性では異なる影響が表れることが報告
されている。避難生活だけではなく、仮設住宅や
復興住宅に移ってからも注意が必要だが、ケアの
あり方にも性別による配慮が求められる場合が
ある。

復旧・復興に向けての課題

　義捐金や被災者生活再建支援金等は被災者の
生活再建に向けて大きな助けとなる。しかし、こ
れらの支援金の支給先は多くの場合、世帯主への
支給が制度化されている。世帯主と家族の意向が
違ったり、世帯主と家族が別生計になっていたり、
世帯主とは別の家族が生計を支えている場合も
ある。今般のコロナ禍における１人あたり10万円
支給の特別定額給付金も、支給開始前からＤＶ被
害者への支給の困難が見込まれていた。マイナン
バー制度も導入されたので、今後は従来の世帯主
中心主義から個人の支援へとシフトするような動
きになることが期待される。
　また、復興まちづくりの過程により多くの女性
が参画できる仕組みも必要である。たとえば、ま
ちづくりのために組成される協議会の役員のうち
３割以上を女性とするといったことや、復興まち
づくりのための協議に住民が参加する場合には世
帯主だけでなく一つの世帯から男性も女性も参加
できるような仕組みづくりも考えられる。
　雇用については、女性は男性と比べて非正規雇
用の割合が高く、災害等の非常時において解雇さ
れやすい傾向がみられる。また、育児や介護など
家庭におけるケアの役割が偏りがちである。女性
が就業復帰しやすいように、早期に子どもや要介
護者の預け先を整備するとともに、雇用継続や起
業等を支援する助成も含めて、女性の就業を支え
る取り組みも必要である。

災害対応に携わる職員や支援者への視点

　これまで、市民の立場から見た防災体制につい
て述べてきたが、災害時に市民を支える公務員や
消防署員、警察官、保育士、介護士なども一生活
者であるという視点を忘れてはいけない。災害の
発生時から待ったなしの対応を迫られるが、上記
の人々の中にも世話をしなければならない子ども
や介護を必要とする家族を持つ人が少なくないと
思われる。あらかじめ災害が発生した時には、ど
のような体制をとるか自治体全体で準備しておく
必要がある。
　また、これまでの災害時には、上記の職員やボ
ランティア等の支援者が性暴力やセクシュアル・
ハラスメントの被害に遭ったケースも報告され
ている。こうした事態を避けるための環境整備や
相談体制・通報体制を整備しておくことも大切で
ある。

おわりに

　今回述べた事項は、防災・避難・復興において、
女性の視点に立って留意すべきことである。また、
当然のことながら災害発生時には、女性だけでな
く、高齢者や心身に障がいを持つ人、外国人や家
族に病人や要介護者がいる人、ペットと暮らす人
など、避難にあたって困難を感じる人も少なくな
い。これまでも被災者一人一人の困難に耳を傾け、
多くの気づきを経て「防災・復興ガイドライン」な
ど被災者に寄り添う環境づくりが進められてきた。
災害などの非常時には、皆が我慢しているのだか
ら不便は我慢しなければならないというような
空気に支配され、時には犯罪被害を訴えられない
ような人権侵害にまで至ってしまう可能性もある。
「我慢」ではなく、不都合や不便があれば声を上げ
られることが当たり前になり、これからも被災者
への様々な配慮の視点が更にアップデートされて
いくことが期待される。
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はじめに

　近年、世界各国で盛り上がりを見せているｅス
ポーツが国内でも話題となってきており、メディ
ア等で目にする機会も増加してきている。政府で
も「未来投資戦略 2018」において、クールジャパ
ンの一環として「新たな成長領域として注目され
るeスポーツについて、健全な発展のための適切
な環境整備に取り組む」としている。
　また、経済産業省では、「ｅスポーツを活性化さ
せるための方策に関する検討会」を2019年に開催
し、さらに、2020年には「経済産業省は、世界的
に拡大が見込まれるｅスポーツ競技大会につい
て、公平・公正な大会の実現に不可欠な国際ルー
ルの検討に関する主要国の動向調査を行い、ルー
ル形成に向けた全体戦略策定に取り組みます」（経
済産業省ＨＰより）として、戦略的国際標準化加
速事業：ルール形成戦略に係る調査研究（ｅスポー
ツに係る競技大会の信頼性確保）を実施している。
　一方で、一般的には「ゲームはスポーツではな
い」「子供に悪影響がある」など否定的・懐疑的な
意見も根強く、ゲームプレイ時間を制限する条例
が施行されて話題となった自治体もある。ここで
は、ｅスポーツ界の現状と展望を見ていきたい。

ｅスポーツとは

　ｅスポーツとはエレクトロニック・スポーツ
（electronic sports）の略で、競技性のあるコンピュー
ターゲーム、ビデオゲームを使った競技のことで
ある。
　日本では、1970年代のインベーダーゲームの
頃から個別のゲームセンター単位での小規模な
ゲーム大会として行われていたが、爆発的に増加
したのは1990年代に対戦型格闘ゲームが登場し
てからだろう。スコアを競い合う従来のゲームと

違って対人戦であることもあって、個別のプレイ
ヤーにも注目が集まり、「ゲームを観る」楽しさ
も同時に広めることとなった。1996年には国際
的なｅスポーツ大会 Evolution Championship 
Series（EVO）が開催され、同時期にPCゲームに
おいては、海外を中心にオンラインによる多人数
同時対戦ゲームが人気を集めていった。
　そして、プレイヤーの増加はマーケットの拡大
に繋がり、関連業界が巨額の資金を投入すること
で、次第に大規模な大会が増加していくことになる。
　ｅスポーツは、インターネットを通じて世界中
どこからでも参加できることが特徴である。しか
し、より公正を期すために参加者が一カ所に集ま
り、オフラインプレイのみとする大会も多い。さ
らに、大型スクリーンを備えた会場に観客を集め
たうえで、競技の観戦も含めたイベント形式とす
る大会も定着してきており、規模の拡大とともに、
興行としてのｅスポーツも広がりを見せている。

●ｅスポーツ大会開催例

主席研究員  権藤 文義eスポーツの概観と展望

大会名 開催国 賞金総額

League of Legends World Championship 中国 492百万円

Intel Extreme Masters ポーランド 他 209百万円

The International アメリカ 2,652百万円

Dota 2 Asia Championships 中国  65百万円

Smite World Championship アメリカ 84百万円

Call of Duty World League アメリカ 20百万円

Call of Duty World League Pro League アメリカ 75百万円

ELEAGUE アメリカ 107百万円

資料：総務省「eスポーツ産業に関する調査研究報告書」を元に加工
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海外におけるｅスポーツ

　1990年代から、興行としてのゲーム大会が注目さ
れるようになり、2000年には韓国やドイツといった国
でｅスポーツ団体が設立、その後もヨーロッパ、アジ
アの国々においてｅスポーツ事業を行う団体が次々に
設立されていった。
　2008年には、9カ国によるeスポーツ団体の国際
組織として、国際ｅスポーツ連盟（IeSF）が設立され
た。現在は80近い国や地域が加盟（IeSF公式HPよ
り）しており、世界中で広がりを見せている。IeSFは、
2009年より毎年ｅスポーツ世界選手権を開催してお
り、参加者数も徐々に増加し、2019年にソウル市で
開催された大会では、日本代表チームが初めて総合
優勝を果たしている。
　さらに、2018年にジャカルタで行われたアジア
大会では、公開競技としてｅスポーツが採用され、
2022年の杭州大会では正式競技とされる予定となっ
ている。
　また、海外では行政がｅスポーツに関わるケースも
ある。
　ｅスポーツ大国である韓国では、2000年には政府
公認の韓国ｅスポーツ協会が発足し、さらに、公式
大会を主催することで、国がｅスポーツ推進に主体的
に関わっている、との認識を醸成することに成功して
いる。また、不正行為やマナーの面については厳しく
対応することで、ｅスポーツ業界に対するイメージの
健全化にも積極的に取り組んでいる。
　ドイツでは、2020年にＥＵ圏外出身者のプロｅス
ポーツ選手に対してのｅスポーツ専用ビザを世界で
初めて新設した。これにより、ドイツ国内のｅスポーツ
チームによる外国人選手やコーチ、スタッフの採用、
また、国際的なトーナメント運営の簡易化などが期待
されている。
　ビザの問題はｅスポ－ツの課題の一つでもあり、
2016年にアメリカで開催された国際大会では、ビザの
問題でフィリピンの代表選手の入国が遅れ、不参加と
なりかねない事態が起きたこともある。これを機にフィ
リピンでは、国がｅスポーツ選手に対して「プロライセ
ンス」を与えることで、ビザを取得しやすくなっている。

日本におけるｅスポーツ

　近年、日本でもｅスポーツの取り組みは拡大しつつ
ある。
　国体では、2017年の愛媛国体、及び2018年の
福井国体にて文化プログラム競技としてｅスポーツ
大会が開催され、それぞれ県内のチームが参加した。
2019年の茨城国体では、同じく文化プログラムの位
置づけながら、都道府県対抗戦として規模を大幅に
拡大して実施された。これは公共団体主催の国内初
の全国的なｅスポーツ大会と言えるだろう。また、茨
城県では、国体でのｅスポーツ大会の実施を受けて

「いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト」がスター
トし、「産学官が連携して取り組む土壌づくりを進める
とともに，ビジネスや地域づくりなどへのｅスポーツの
活用を促すことで，新たなｅスポーツ産業の創造を目
指す」（茨城県ＨＰより）としており、大会開催をきっ
かけにｅスポーツに対する取り組みが継続、拡大して
いる。
　さらに、2020年1月には、東京都が5,000万円もの
予算を計上して企画された「東京ｅスポーツフェスタ」
が開催され、オープニングセレモニーには都知事も参
加している。
　自治体がｅスポーツ関連で予算を計上するのはこ
れが初めてのケースではなく、金沢市では2018年度
に地場産業に対する取り組みとしてｅスポーツ関連の
予算を計上し、2019年には産学官が連携する「ｅス
ポーツ金沢モデル」をまとめ、「新たな成長産業の創出
や老若男女が参加できるユニバーサルスポーツになる
ように普及推進を図り、ｅスポーツ文化の聖地金沢を
めざします」（金沢市ＨＰより）としている。
　さらに、一般企業にも福利厚生や働き方改革、企
業イメージ向上の一環として若者に人気のｅスポーツ
を取り上げる動きがあり、2020年には企業間交流も
視野に入れたアマチュアプレイヤーを対象とした社会
人ｅスポーツリーグが設立されている。
　一方で、実際のプロスポーツチームもｅスポーツに
進出してきており、サッカーJリーグや日本プロ野球機
構など日本を代表するプロ団体がｅスポーツの大会
を開催している。
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コロナ禍とｅスポーツ

　2020年の新型コロナウイルス感染症の世界的拡
大により世界中で巣ごもり需要が増加する中、ゲーム
も大きく注目されることとなった。ＷＨＯは、2019年に
「ゲーム障害」を正式に国際疾病分類に追加（2022
年1月発効）しているが、一方コロナ禍においては、Ｗ
ＨＯの事務局長やアンバサダーが、ソーシャル・ディ
スタンスを促進することを念頭に、余暇を過ごす手段
としてゲームを挙げている。
　その中でゲームプレイを楽しむ、またはインターネッ
トを通じたコミュニケーションツールとしての利用だ
けでなく、動画を通して「他人がやっているゲームを
観る」というエンターテインメントとしての需要も顕在
化した。
　元々ゲーム実況は動画コンテンツ内では人気のあ
るジャンルではあったのだが、外出自粛が叫ばれイベ
ント中止が続出する中、スケジュールの空いた芸能人
なども多く参加することによって一般にも広く認知さ
れていった。
　このような動きは日本に限られたものではなく、コロ
ナウイルスの大流行をきっかけに世界中でゲーム配
信の視聴者数は急上昇している。ゲームプレイの生
放送を中心とした配信プラットフォームであるTwitch
の2020年第2四半期におけるゲーム動画視聴時間
は、前年比80％以上の伸びを記録している。
　また、実際のプロスポーツイベントや大会が続 と々
中止となる中で、代替大会としてｅスポーツ大会が開
催されたケースもある。例として、プロテニス「ムチュ
ア・マドリード・オープン・バーチャル・プロ」、モーター
スポーツ「Ｆ1バーチャルグランプリ」、プロバスケット
ボール「ＮＢＡ 2Ｋ20」などが挙げられる。「ムチュア・
マドリード・オープン・バーチャル・プロ」には実際のツ
アープロが参加している。「Ｆ1バーチャルグランプリ」
は、現役や元ドライバーのほか、他のスポーツの選
手やキャスターなど多彩な顔ぶれの大会となっており、
実際のレースが開催されるまで全8戦行われた。こち
らは公式発表によると、全世界で計3,000万回の視
聴回数を記録するなど一定の成果を見せている。
　また、サッカーのスペイン1部リーグではリーグ戦

が中止となる中、サッカーゲームを用いた新型コロナ
ウイルスのチャリティー・トーナメント「ラ・リーガ・サン
タンデール・チャレンジ」が実施され、1部リーグに所
属するチームの選手18名が参加し、テレビやインター
ネットで生中継された。
　日本でもJリーグ公式戦中断中に、関西のテレビ
番組の企画として関西に本拠地を置く４つのJリーグ
チーム所属選手がサッカーゲームでリーグ戦を行い、
その模様は様々な動画プラットフォームにおいて無料
で配信されている。
　いずれもｅスポーツは実際に競技に参加することだ
けではなく、「観る」ことにも価値、需要があることを示
す例といえるだろう。

●Twitchで2017年に視聴されたゲームと総視聴時間

ゲームタイトル 視聴時間（単位：時間）

League of Legends 2億7,470万

Counter-Strike: Global Offensive 2億3,290万

Dota 2 2億1,790万

Hearthstone 7,690万

Overwatch 2,520万

Starcraft Ⅱ 2,120万

Heroes of the Storm 1,960万

Rocket League 1,730万

Street Fighter V 1,150万

SMITE 1,070万

資料：総務省「e スポーツ産業に関する調査研究報告書」
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ｅスポーツと地方創生

　以上のように、ｅスポーツは新しいエンターテインメ
ントとして世界中に拡大、定着しつつあり、この動き
を地域活性化に活かしている事例もある。
　ポーランドにカトヴィツェという町がある。かつては
炭鉱と工業が盛んで、大気汚染などの環境汚染が問
題となっている町だったが、2014年に市が主体となっ
てｅスポーツ大会「Intel Extreme Masters」の世界
優勝決定戦を誘致した。その結果、2019年の大会に
は人口30万人の都市に17万人を超える来場者が訪
れるようになった。当然、地元への経済効果も大きく、
市では今後も同大会を継続して開催するように予算
も確保しており、世界的なｅスポーツの聖地のひとつ
となっている。
　現在では大規模なｅスポーツ大会誘致について積
極的な都市も出てきており、大規模大会も開催可能
なスタジアムを建設する動きもある。そのような中で、
自治体が主体となって、いち早くかつ継続的に大会
を開催していることが大きな結果につながっていると
いえるだろう。
　日本では逆にゲームファンコミュニティから始まって、
自治体が参加する規模にまでなった事例がある。
　2016年富山県において一人のゲームファンが、ｅ
スポーツイベントを継続的、定期的に開催し始めた。
この大会がゲームファンの間で話題となり、徐々に規
模が拡大した。
　その活動の中で若者の日本酒離れや伝統工芸の
後継者不足など、地域の課題に接することになった。
そこで、酒蔵でのイベント開催や、伝統工芸品である
高岡銅器をｅスポーツ大会の記念品とするなど、課題
解決のきっかけづくりともなるユニークな取り組みを
実施した。これがメディアにも取り上げられるなど大き
な話題となり、同時に地元の理解も得ていった。
　そして、2019年には県や市などの自治体をはじめ
地元ＴＶ局、新聞社、商工会議所などが主催・共催
に名を連ね、3千人もの来場者が集う北陸最大級の
ｅスポーツイベントとなっている。
　以上2つの例は、起点は異なるもののいずれも大
規模な大会に自治体が主体的に関わり成功させてい

る。そのためには地元の理解、協力を得ることも重要
となってくるだろう。

おわりに

　ｅスポーツの市場規模は今後も拡大していくと見ら
れ、日本ｅスポーツ連合（JeSU）の予測によると、日
本における大会やチーム運営等による収入（広告、
放送権、グッズ、チケット等）である直接市場規模は、
2018年には44億円だったが、2022年には91億円に
達するとされている。さらに、2025年には600～700
億円とする長期目標を掲げている。

●日本のｅスポーツの直接市場規模予測

　日本は、世界的に人気のあるゲームタイトルを持ち、
ゲームに触れる機会の多い土壌がありながら、残念
なことにｅスポーツの分野では世界から大きく遅れて
いる状況にある。
　ｅスポーツは老若男女問わず楽しめるスポーツであ
り、産業としてだけではなく、福祉や教育といった分
野にも利用できる要素もある。また、先に挙げたよう
に地域活性化にも活用できる可能性も持つ。ｅスポー
ツが様々な面で有効に発展していくことに期待したい。

（単位：億円）

資料：eスポーツを活性化させるための方策に関する検討会
　　 「日本のeスポーツの発展に向けて」
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